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上尾市街づくり推進条例
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○ 平成１２年に策定した本市最初の都市計画マスタープラン（「上尾市都市計画マスタープラン」）に掲げる
“協働の街づくり”を実現するため、平成１６年３月に「上尾市街づくり推進条例」を制定。

○ この条例は、市民にとって身近な地区の土地利用に係るルール作りや、快適な住環境の整備などを協働により実
現するための仕組みを規定（制度化）し、市民主体の街づくりを取組む方法や、都市計画を提案する基準などに
対応。

○ 市民・事業者・市の責務（役割と責任）を明確化し、互いに尊重して進める協働によって、総合的かつ計画的な街
づくりを推進。
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上尾市街づくり推進会議
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○ 市民等の地区住民が組織した街づくり協議会の認定や、街づくり協議会が作成した地区計画（都市計画法に基づ
く地区単位の街づくりの計画）の原案などに対して、調査や審議を行うこと、意見することや、独自に街づくりの手法
を検討し市⾧へ提言することができる組織として、上尾市街づくり推進会議を設置（上尾市街づくり推進条例第７
条）。

○ 委員は、識見を有する者、関係団体を代表する者、市民（公募）、市職員により組織することと規定し、平成１６
年１０月に委員の委嘱並びに第１回街づくり推進会議を開催。

第７条 市民による主体的な街づくりの推進を図るため、上尾市街づくり推

進会議（以下「街づくり推進会議」という。）を置く。 

２ 街づくり推進会議は、この条例の規定により市長が街づくり推進会議の

意見を聴くこととされる事項について調査審議する。 

３ 街づくり推進会議は、街づくりに関する事項について、市長に提案をす

ることができる。 

４ 街づくり推進会議は、委員１５人以内で組織する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 識見を有する者 

（２） 関係団体を代表する者 

（３） 市民（市内に住所を有するものに限る。）で一般公募により選考し

たもの 

（４） 市職員 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

７ 委員は、委嘱され、又は任命された時における当該身分を失ったときは、

その職を失う。 

８ 委員は、再任されることができる。 

９ 前各項に定めるもののほか、街づくり推進会議の運営に関し必要な事項

は、規則で定める。 



街づくり協議会
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○ 街づくり協議会とは、市民等の地区住民によって設立された街づくりを検討する団体のうち、上尾市街づくり推進条例
に基づく市⾧の認定を受けた組織。

○ 市は街づくり協議会の活動に際し、技術的及び財政的支援（街づくり専門家の派遣など、活動への助言・情報提
供や活動運営費の補助等）を実施。

○ これまでに街づくり協議会として９地区を認定し、地区の特性にふさわしい街づくりに向けた地区計画の策定支援
などにより、協働の街づくりを推進。



（参考）街づくり協議会の流れ
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地区計画原案の作成

街づくりの課題等の確認

平成29年
10月 街づくり協議会設立

設立総会・協議会

地区計画の検討

地区住民アンケート

地区計画の決定
（都市計画決定）

令和2年
4月

・地区住民の複数の参加
・協議会区域（0.5ha以上）
・一体として整備、開発、保全
・地区住民の大多数の同意

・規約、役員等の決定

・街歩きなどを通して地区の現
状把握と課題認識を共有し、
今後目指す街づくりの方向性
等について検討

・敷地面積の最低限度
・壁面位置、高さの制限
・建築物の用途
・形態、意匠の制限 など

・協議会の同意を得て地区計画
原案を決定

・地区計画に基づく街づくり

課題への取組方針の検討

令和3年
3月

平成29年
11月

～

平成31年
3月

令和元年
5月～
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